
公的医療機関等の医療提供義務と医療措置協定について
(感染症法第36条の3) (感染症法36条の2)

◆ 感染症法第36条の2の規定に基づき、県知事は公的医療機関等*並びに地域医療

支援病院及び特定機能病院の管理者に対して、新型インフルエンザ等感染症等の発

生・まん延時に、当該医療機関が講ずるべき医療提供の内容等(医療提供義務)を

通知することとされています。

◆ 奈良県においては、医療措置協定締結の協議の結果を踏まえて、協定に基づく措置

の内容を医療提供義務として通知することとしています。

*公的医療機関等とは、

・ 医療法第七条の二第一項各号に掲げる者が開設する医療機関

・ 独立行政法人国立病院機構

・ 独立行政法人労働者健康安全機構

・ 国その他の法人が開設する医療機関であって、県の区域内の各地域における感染症の患者に対する

医療の状況を勘案して当該地域に所在する医療機関の機能等に応じ講ずる必要があるものとして、

県知事が認めるもの
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